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一
、
は
じ
め
に

　

伊
豆
国
三
宅
島
の
島
長
に
し
て
神
主
で
あ
る
壬
生
家
、
新
島
の
前
田
家
、
そ
し
て
白
濱
神
社
の
原
家
な
ど
に
伝
わ
っ
た
『
三
嶋
大
明
神

縁
起
』、
通
称
『
三
宅
記
』
は
、
薬
師
如
来
を
本
地
と
す
る
三
嶋
大
明
神
の
縁
起
物
語
で
あ
り
、
大
明
神
に
よ
る
伊
豆
諸
島
の
創
造
や
、

大
蛇
退
治
の
物
語
と
共
に
、壬
生
家
が
大
明
神
の
「
御
代
官
」
と
な
っ
た
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
（
三
橋
一
九
七
八
、土
岐
一
九
八
一
ほ
か
）。

諸
本
の
内
、
新
島
の
前
田
家
本
に
文
明
十
三
（
一
四
八
一
）
年
の
奥
書
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
本
は
遅
く
と
も
十
五
世
紀
中

葉
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
な
『
三
宅
記
』
は
、
も
と
よ
り
歴
史
的
事
実
を
記
録
し
た
文
書
で
は
な
い
が
、
一

般
の
唱
導
文
芸
と
は
趣
を
異
に
し
て
お
り
、
壬
生
家
を
中
心
と
す
る
三
宅
島
の
祭
祀
・
政
治
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
（
阿
部
二
〇
〇
〇
・
二
〇
〇
一
）。
つ
ま
り
『
三
宅
記
』
は
、
中
世
の
三
宅
島
や
伊
豆
地
域
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た
ロ
ー
カ
ル
な

　
　
考
古
学
か
ら
見
た
三
嶋
神
・
三
嶋
大
明
神
と
『
三
宅
記
』

深　

澤　

太　

郎　
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世
界
観
と
、
考
古
資
料
や
文
献
史
料
か
ら
窺
わ
れ
る
歴
史
的
事
実
と
の
接
点
を
見
出
す
上
で
、
い
わ
ば
「
民
俗
誌
」
的
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
伊
豆
諸
島
・
半
島
に
お
け
る
祭
祀
考
古
学
研
究
か
ら
、『
三
宅
記
』
成
立
の
背
景
に
つ
い
て 

探
っ
て
い
く
こ
と
も
不
可
能
で
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
三
宅
記
』
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
考
古
学
的
な
観
点
か
ら
検
討
を
及
ぼ
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
噴
火
造
島
の
神

で
あ
る
古
代
の
三
嶋
神
や
、
中
世
以
降
の
三
嶋
大
明
神
に
縁
の
あ
る
社
堂
の
内
、
そ
の
淵
源
を
物
語
る
埋
蔵
文
化
財
が
境
内
に
認
め
ら
れ

る
事
例
を
取
り
上
げ
、
三
嶋
信
仰
の
祭
祀
空
間
が
形
成
・
展
開
さ
れ
て
い
く
具
体
的
様
子
を
点
検
す
る
。
そ
の
中
で
、
考
古
資
料
か
ら
窺

わ
れ
る
祭
祀
行
為
の
実
態
と
、『
三
宅
記
』
に
描
か
れ
た
世
界
観
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
、
少
し
く
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
二
、
三
嶋
神
・
三
嶋
大
明
神
関
連
社
堂
の
境
内
遺
跡

　

三
嶋
大
明
神
・
后
神
・
御
子
神
や
、
大
明
神
と
御
子
神
の
本
地

薬
師
如
来
、
后
神
の
本
地
観
音
菩
薩
な
ど
を
祀
る
社
堂
は
、
伊
豆
地

域
を
中
心
に
数
多
く
営
ま
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
古
代
・
中
世

に
遡
る
三
嶋
信
仰
の
場
も
あ
れ
ば
、
後
に
移
転
、
或
い
は
新
た
に

勧
請
さ
れ
た
社
堂
も
存
在
す
る
た
め
、
全
て
の
社
堂
境
内
に
埋
蔵

文
化
財
が
包
蔵
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
現
在
の
社

堂
に
は
、
神
仏
分
離
や
神
社
合
祀
の
影
響
を
受
け
て
、
か
つ
て
存

在
し
た
三
嶋
信
仰
の
姿
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。 

1：富賀神社、2：薬師堂、3：御笏神社、

4：物忌奈命神社、5：阿豆佐和気命神社、

6：堂ノ山神社、7：白濱神社、8：三嶋大社

第一図　三嶋大明神関連社堂境内遺跡
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従
っ
て
、
今
日
の
信
仰
と
考
古
資
料
を
単
純
に
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
社
堂
の
由
来
と
埋
蔵
文
化
財
の
相

関
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
近
代
の
様
子
を
入
念
に
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
関
連
す
る
神
社
境
内
遺
跡

や
、
本
地
薬
師
如
来
を
祀
る
薬
師
堂
境
内
遺
跡
を
渉
猟
す
る
と
、
伊
豆
諸
島
の
三
宅
島
・
神
津
島
・
利
島
や
、
伊
豆
半
島
の
白
浜
・
三
島

に
好
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
図
）。

　
　
（
一
）
三
宅
島
の
遺
跡

富
賀
神
社
境
内
遺
跡
・
富
賀
浜
遺
跡

　

富
賀
神
社
は
、
東
京
都
三
宅
村
南
西
部
の
阿
古
地
区
「
富
賀
山
」
一
帯
を
境
内
と
し
、
式
内
社
の
阿
米
都
和
気
命
神
社
や
、『
三
宅
記
』

に
見
え
る
三
嶋
大
明
神
の
「
あ
こ
」
の
「
宮
」
に
比
定
さ
れ
る
。
降
っ
て
、
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
銘
の
棟
札
や
、
弘
化
三
（
一
八
四
六
）

年
の
『
島
明
細
帳
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
三
嶋
大
明
神
・
富
賀
大
明
神
・
東
國
大
明
神
が
本
社
に
、
大
明
神
の
眷
属
神
と
し
て
『
三
宅
記
』

で
も
活
躍
す
る
壬
生
御
舘
・
劒
・
若
宮
・
見
目
が
境
内
社
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
（
伊
木
一
九
五
八
）。
ま
た
、
拝
殿
裏
の
境
内

社
近
く
で
は
、
多
数
の
板
石
群
と
共
に
、「
三
嶋
様
」
と
呼
ば
れ
る
大
型
火
山
弾
も
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
（
廣
瀬

一
九
八
七
）。
な
お
、
本
社
の
三
嶋
大
明
神
に
薬
師
如
来
懸
仏
一
点
・
刀
剣
三
口
、
富
賀
大
明
神
に
和
鏡
三
点
以
上
・
銅
矛
残
欠
、
東
國

大
明
神
に
和
鏡
十
二
面
・
湖
州
鏡
一
面
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
（
三
橋
一
九
八
一
）。

　

大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
に
行
わ
れ
た
拝
殿
改
築
の
際
に
は
、
地
下
か
ら
八
世
紀
代
の
須
恵
器
大
甕
が
出
土
し
た
（
稲
村
・
豊
島

一
九
五
八
）。
一
方
、
富
賀
神
社
の
本
殿
を
西
に
降
っ
た
海
岸
は
、
三
本
岳
と
称
す
る
東
の
大
野
原
島
や
、
北
西
の
神
津
島
な
ど
を
望
む
富

賀
浜
で
あ
り
、
富
賀
浜
Ａ
・
Ｂ
遺
跡
の
遺
物
包
含
層
が
存
在
す
る
。
同
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
古
墳
時
代
の
土
師
器
、
古
墳
の
副

葬
品
と
共
通
す
る
勾
玉
・
管
玉
・
金
環
や
、
古
代
の
カ
ツ
オ
加
工
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
堝
形
土
器
な
ど
の
散
布
が
報
告
さ
れ
て 
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い
た
（
稲
村
・
豊
島
一
九
五
八
、
橋
口
一
九
七
五
、
永
峯
編
一
九
八
〇
、
橋
口
一
九
八
八
）。
後
出
の
資
料
と
し
て
は
、
三
宅
島
郷
土
資

料
館
所
蔵
の
奈
良
三
彩
残
片
が
知
ら
れ
る
（
三
宅
村
教
育
委
員
会
二
〇
〇
八
）。

薬
師
堂
・
御
祭
神
社
境
内
遺
跡

　

薬
師
堂
・
御
祭
神
社
は
、
東
京
都
三
宅
村
北
西
部
の
伊
豆
地
区
「
堂
之
山
」
を
境
内
と
し
て
い
る
。
そ
の
内
、
東
光
山
満
願
寺
の
名
で

も
知
ら
れ
る
薬
師
堂
は
、
三
嶋
大
明
神
の
本
地
堂
で
あ
り
、
元
禄
十
二
（
一
六
九
九
）
年
造
像
の
薬
師
如
来
像
胎
内
か
ら
、
平
安
時
代

末
の
所
産
と
見
ら
れ
る
木
造
仏
頭
残
欠
が
発
見
さ
れ
た
（
丸
尾
一
九
五
八
、
第
二
図
左
）。
一
方
、「
御
最
前
宮
」・「
豊
家
太
神
宮
」、
或

い
は
「
奥
の
院
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
き
た
御
祭
神
社
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
の
（
稲
村
・
豊
島

一
九
五
八
）、
一
木
造
の
古
神
像
・
仏
像
が
、
残
欠
・
残
片
な
が
ら
十
数
躯
も
遺
さ
れ
て
い
た
（
丸
尾
一
九
五
八
、
第
二
図
右
）。
な
お
、

國
學
院
大
學
所
蔵
の
大
場
磐
雄
博
士
資
料
に
は
、
薬
師
堂
所
蔵
と
さ
れ
る
十
二
世
紀
後
半
の
洲
浜
桜
樹
双
雀
鏡
を
写
し
た
拓
影
が
収
め
ら

れ
て
い
る
（
深
澤
・
石
井
編
二
〇
一
〇
、
第
三
図
3
）。

　

こ
の
境
内
で
は
、
南
宋
同
安
窯
系
の
青
磁
碗
残
片
と
、
渥
美
甕
残
片
を
各
一
点
採
集
し
た
（
𠮷
田
編
一
九
八
二
）。
青
灰
色
の
釉
を
施

し
た
青
磁
碗
残
片
は
、
口
縁
部
か
ら
体
部
の
一
部
を
残
す
の
み
で
あ
る
が
、
口
縁
端
部
か
ら
約
二
㎝
の
辺
り
で
内
彎
し
、
体
部
外
面
に
細

か
い
櫛
目
文
を
持
つ
こ
と
か
ら
十
二
世
紀
後
半
に
位
置
付
け
ら
れ
る
（
横
田
・
森
田
一
九
七
八
、
宮
崎
二
〇
〇
〇
ほ
か
、
第
三
図
1
）。

一
方
、
外
面
に
押
印
文
帯
が
認
め
ら
れ
る
渥
美
甕
は
、
胴
部
片
の
み
の
遺
存
で
あ
る
た
め
厳
密
な
位
置
付
け
が
難
し
い
も
の
の
、
青
磁
碗

と
同
じ
く
十
二
世
紀
後
半
頃
の
所
産
と
見
て
お
き
た
い
（
第
三
図
2
）。
な
お
、
三
宅
島
七
島
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
過
去
の
採
集
資

料
に
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
属
す
る
猿
投
周
辺
産
の
壺
頸
部
一
点
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
橋
口
一
九
七
五
、
内
川
・
惟
村
一
九
九
四
）。

御
笏
神
社
境
内
遺
跡

　

御
笏
神
社
は
、
東
京
都
三
宅
村
北
部
の
神
着
地
区
「
二
山
」
一
帯
を
境
内
と
し
て
お
り
、
延
喜
式
内
社
の
佐
伎
多
麻
比
咩
命
神
社
や
、 
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第二図　薬師堂・御祭神社 仏頭残欠・神像残欠

第三図　薬師堂境内遺跡 同安窯系青磁碗（1）　渥美甕（2）　州浜桜樹双雀鏡（3）

第四図　御笏神社境内遺跡 渥美壺 第五図　白濱神社境内遺跡 御正躰
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『
三
宅
記
』
に
見
え
る
三
嶋
大
明
神
の
后
、「
八
王
子
の
御
前
」
に
相
当
す
る
古
社
で
あ
る
。
旧
島
役
所
で
あ
る
壬
生
本
家
に
接
す
る
同
社

で
は
、
壬
生
家
の
祖
で
あ
る
壬
生
御
館
が
三
嶋
大
明
神
か
ら
授
か
っ
た
「
石
の
し
ゃ
く
」
を
御
神
体
と
し
、
大
明
神
が
大
蛇
退
治
に
用
い

た
宝
剣
と
さ
れ
る
「
御
太
刀
様
」
や
、
十
三
世
紀
前
半
か
ら
十
四
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
和
鏡
十
一
面
を
保
管
す
る
。
な
お
、
近
辺
に
は
、

観
世
音
菩
薩
を
祀
る
壬
生
久
左
衛
門
家
の
観
音
堂
（
広
光
山
興
済
寺
）
や
、
壬
生
久
右
衛
門
家
の
地
蔵
堂
な
ど
が
集
中
し
て
い
る
。

　

境
内
で
は
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
に
和
鏡
が
採
集
さ
れ
た
（
橋
口
一
九
七
五
）。
こ
の
和
鏡
に
関
し
て
は
、
東
京
国
立
博
物
館
の 

『
埋
蔵
物
録
』
綴
に
も
、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
二
月
の
「
第
三
号 

伊
豆
国
三
宅
島
神
着
村
御
笏
神
社
傍
林
ニ
於
テ
発
掘
ノ
古
鏡
不

用
ニ
付
警
視
総
監
へ
返
戻
ノ
件
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
（
時
枝
二
〇
〇
一
）、
農
商
務
省
博
物
局
に
お
い
て
鑑
定
の
上
で
返
還
さ
れ
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
但
し
、
そ
の
出
土
鏡
が
、
御
笏
神
社
保
管
鏡
の
何
れ
に
該
当
す
る
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
境

内
か
ら
出
土
し
た
十
二
世
紀
後
半
の
渥
美
壺
残
欠
一
点
が
（
福
田
一
九
八
九
、
第
四
図
）、
三
宅
島
郷
土
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
二
）
神
津
島
の
遺
跡

物
忌
奈
命
神
社
境
内
遺
跡

　

延
喜
式
内
社
の
物
忌
奈
命
神
社
は
、
東
京
都
神
津
島
村
の
中
部
、
西
に
前
浜
を
望
む
丘
の
山
腹
に
位
置
す
る
。
こ
こ
に
祀
ら
れ
た
物
忌

奈
命
は
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
（
八
四
〇
）
年
九
月
乙
未
条
に
「
伊
豆
国
言
。
賀
茂
郡
有
造
作
島
。
本
名
上
津
島
。
此
島
坐
阿
波
神
。

是
三
嶋
大
社
本
后
也
。
又
坐
物
忌
奈
乃
命
。
即
前
社
御
子
神
也
。」
と
あ
る
通
り
、
三
嶋
神
と
、
そ
の
本
后
で
あ
る
阿
波
神
の
子
と
位
置

付
け
ら
れ
た
。
本
殿
南
側
の
本
地
薬
師
如
来
を
祀
る
薬
王
殿
に
は
、
中
世
以
前
に
遡
る
と
見
ら
れ
る
木
造
如
来
坐
像
一
躯
と
、
木
造
仏
神

像
二
躯
が
遺
さ
れ
て
い
る
（
水
野
・
副
島
・
瀬
山
・
柴
田
二
〇
〇
四
）。

　

境
内
に
顕
著
な
埋
蔵
文
化
財
の
散
布
は
認
め
ら
れ
ず
、
度
重
な
る
地
震
や
台
風
な
ど
の
被
害
を
受
け
て
、
旧
来
の
遺
物
包
含
は
深
く 
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埋
没
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
以
前
採
集
さ
れ
た
資
料
の
中
に
、
猿
投
周
辺
に
て
生
産
さ
れ
た
十
二
世
紀
後
半
の
山
茶
碗
系
捏
鉢
残
片

が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
十
五
世
紀
後
半
の
常
滑
甕
も
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
（
内
川
・
惟
村
一
九
九
四
）。

　
　
（
三
）
利
島
の
遺
跡

阿
豆
佐
和
気
命
神
社
境
内
遺
跡

　

阿
豆
佐
和
気
命
神
社
は
、
東
京
都
利
島
村
北
部
の
集
落
内
に
所
在
す
る
。
式
内
社
に
列
し
た
古
社
と
さ
れ
る
が
、
何
故
か
『
三
宅
記
』

に
関
連
記
事
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
利
島
で
は
、
三
嶋
大
明
神
の
御
子
「
預
大
明
神
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
后
神
「
上
下
大
明
神
」

や
父
神
に
加
え
、
多
数
の
末
社
を
擁
し
て
い
る
。
現
在
、
新
た
な
覆
屋
に
納
め
ら
れ
て
い
る
旧
本
殿
は
、
桁
行
の
柱
間
を
二
間
と
す
る
二

間
社
流
造
で
あ
り
（
波
多
野
一
九
九
六
）、
棟
札
に
「
両
社
大
明
神
」
と
あ
る
よ
う
に
夫
婦
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

拝
殿
の
南
側
に
北
面
す
る
祭
祀
遺
構
は
、
遺
構
・
遺
物
が
連
続
的
に
堆
積
し
て
い
る
た
め
、
厳
密
な
時
期
区
分
が
難
し
い
も
の
の
、
大

き
く
見
れ
ば
三
段
階
の
展
開
過
程
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
青
木
・
内
川
・
須
藤
編
二
〇
〇
五
）。
そ
の
内
、
Ⅰ
期
に
相
当
す
る
最
下

層
で
は
、
板
石
を
主
体
と
す
る
幅
約
九
・
〇
ｍ
×
奥
行
約
一
・
八
ｍ
の
積
石
と
、
そ
の
手
前
に
並
列
す
る
板
石
組
み
の
小
祠
五
基
が
確
認

さ
れ
た
（
第
六
図
）。
こ
れ
ら
の
遺
構
や
周
辺
に
は
、十
二
世
紀
前
半
か
ら
十
三
世
紀
中
頃
に
か
け
て
の
和
鏡
八
面
、儀
鏡
二
面
を
は
じ
め
、

双
孔
儀
鏡
・
刀
子
・
鎌
・
釘
・
銭
貨
な
ど
が
伴
う
。
陶
器
類
は
、
十
二
世
紀
の
常
滑
甕
・
渥
美
甕
・
渥
美
鉢
や
、
外
面
タ
タ
キ
目
を
特
徴

と
す
る
十
三
世
紀
前
半
の
東
播
系
甕
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
続
く
Ⅱ
期
に
は
、
小
祠
群
が
半
ば
埋
没
し
、
積
石
も
増
築
さ
れ
て
い
く
。
十
二

世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
中
頃
の
和
鏡
三
面
を
伴
う
が
、
何
れ
も
遺
構
外
か
ら
の
出
土
で
あ
っ
た
。
陶
器
類
は
、
十
三
世
紀
後
半
か
ら

十
五
世
紀
の
常
滑
甕
・
鉢
や
、
十
五
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
の
瀬
戸
・
美
濃
製
品
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
双
孔
儀
鏡
・
刀
子
・
釘
や
、
多

量
の
銭
貨
も
出
土
し
た
。
Ⅲ
期
に
は
、
積
石
に
板
石
・
円
礫
が
重
ね
ら
れ
、
小
祠
が
埋
没
し
た
後
の
前
庭
部
に
遺
物
集
中
地
点
が
二
箇
所 
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形
成
さ
れ
る
。
遺
物
集
中
は
、
何
れ
も
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
和
鏡
十
八
面
や
、
柄
鏡
一

面
と
共
に
、
十
五
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
常
滑
・
瀬
戸
・
美
濃
の
製
品
が
見
つ
か
っ
た
。
な
お
、
表
土
の
直
下
か
ら
は
、
和
鏡
一
面
の
ほ

か
、
被
熱
し
た
和
鏡
残
片
・
鰐
口
・
仏
飯
具
や
、
明
治
時
代
に
降
る
御
神
酒
徳
利
な
ど
、
神
仏
分
離
に
際
し
て
撤
下
さ
れ
た
可
能
性
の
高

い
器
物
が
出
土
し
た
。

堂
ノ
山
神
社
境
内
遺
跡

　

堂
ノ
山
神
社
は
、
明
治
年
間
の
社
堂
合
祀
に
よ
っ
て
成
立
し
た
新
し
い
神
社
で
あ
り
、
島
内
の
講
が
個
々
に
祀
っ
て
い
た
神
明
社
・

大
六
天
社
・
熊
野
三
社
と
、
神
宮
寺
社
の
四
社
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（
郷
田
一
九
五
九
、
加
藤
・
西
脇
編
一
九
九
六
）。
し
か
し
、
阿

豆
佐
和
気
命
神
社
の
北
側
に
位
置
す
る
境
内
地
に
は
、
明
治
初
年
ま
で
神
宮
寺
社
の
前
身
と
思
わ
れ
る
薬
師
堂
が
存
在
し
た
（
深
澤

二
〇
一
〇
）。
従
っ
て
、
堂
ノ
山
神
社
境
内
か
ら
出
土
し
た
埋
蔵
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
三
嶋
大
明
神
と
預
大
明
神
の
本
地
仏
を
祀
る
薬

師
堂
関
連
の
遺
構
・
遺
物
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
堂
ノ
山
神
社
に
は
、
社
殿
を
改
築
し
た
際
に
出
土
し
た
十
八
面
の
和

鏡
と
（
稲
村
・
金
山
一
九
五
九
）、
境
内
北
側
の
村
道
拡
幅
工
事
に
よ
っ
て
出
土
し
た
和
鏡
九
面
、
そ
し
て
由
来
不
明
の
伝
世
和
鏡
一
面

が
納
め
ら
れ
て
い
た
（
永
峯
・
青
木
・
川
崎
・
内
川
一
九
九
三
）。
こ
れ
ら
の
出
土
鏡
が
製
作
さ
れ
た
時
期
は
、
お
よ
そ
十
二
世
紀
か
ら

十
六
世
紀
に
亘
っ
て
い
る
。

　

社
殿
北
側
の
緩
斜
面
で
は
、
五
基
の
集
石
遺
構
と
陶
片
集
中
区
に
伴
っ
て
、
十
二
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
遺
物
が
出
土
し
た
（
青
木
・

内
川
編
一
九
九
四
、
第
七
図
）。
板
石
や
円
礫
を
組
ん
だ
集
石
の
み
な
ら
ず
、
礫
が
不
規
則
に
散
在
す
る
遺
構
を
も
含
ん
だ
集
石
群
の
周
辺

に
は
、
異
な
る
時
期
の
遺
物
が
重
層
的
に
折
り
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
遺
構
の
具
体
的
な
形
成
過
程
を
復
元
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀
に
属
す
る
渥
美
・
常
滑
の
甕
や
片
口
鉢
、
瀬
戸
四
耳
壺
な
ど
は
、
当
遺
跡
に
お
け
る
祭
祀
行

為
の
開
始
期
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
板
石
を
主
体
と
す
る
第
3
号
集
石
遺
構
か
ら
は
、
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀 
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第六図　東京都利島村 阿豆佐和気命神社境内遺跡

第七図　東京都利島村 堂ノ山神社境内遺跡

第八図　静岡県三島市 三嶋大社境内遺跡 第 3 地点
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前
半
に
属
す
る
和
鏡
四
面
、
多
数
の
双
孔
儀
鏡
・
鉄
製
品
・
銭
貨
や
、
十
二
世
紀
後
半
の
常
滑
片
口
鉢
、
十
五
世
紀
前
半
の
龍
泉
窯
系
青

磁
碗
の
ほ
か
、
十
三
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
を
中
心
と
す
る
陶
磁
器
類
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
タ
ブ
ノ
キ
の
根
元
に
円
礫
を
配
し
た
第
4
号

集
石
遺
構
周
辺
で
は
、
十
二
世
紀
後
半
の
常
滑
甕
や
、
十
六
世
紀
の
和
鏡
一
面
を
は
じ
め
、
鉄
製
品
・
銭
貨
が
得
ら
れ
た
。

　
　
（
四
）
伊
豆
半
島
の
遺
跡

白
濱
神
社
境
内
遺
跡
・
火
達
山
遺
跡

　

白
濱
神
社
は
、
静
岡
県
下
田
市
長
田
地
区
の
白
浜
海
岸
、
即
ち
相
模
灘
の
南
東
に
伊
豆
諸
島
を
望
む
勝
地
に
所
在
し
、
延
喜
式
内
社
の

伊
古
奈
比
咩
命
神
社
に
比
定
さ
れ
る
。
三
嶋
大
明
神
と
、
后
神
の
伊
古
奈
比
咩
命
、
そ
し
て
大
明
神
の
眷
属
神
で
あ
る
若
宮
・
劔
・
見
目

を
祀
る
こ
と
か
ら
、
近
世
に
は
「
五
社
大
明
神
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
三
島
市
に
所
在
す
る
三
嶋
大
社
の
本
宮
と
位
置
付
け
ら
れ
た

た
め
、「
古
宮
山
大
明
神
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
な
お
、
康
永
二
（
一
三
四
三
）
年
の
奥
書
を
持
つ
『
伊
豆
国
神
階
帳
』
は
、
冒

頭
に
三
嶋
大
明
神
の
一
族
を
含
む
主
要
な
神
々
を
「
正
一
位 

三
嶋
大
明
神
／
一
品 

き
さ
き
の
宮
／
一
品 

当
き
さ
の
宮
／
正
五
位
上 

第

三
王
子
并
十
八
所
御
子
達
（
後
略
）」
と
列
挙
す
る
（
三
橋
編
一
九
九
九
）。
伊
古
奈
比
咩
命
は
、
神
津
島
の
阿
波
神
が
三
嶋
神
の
本
后
を

主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
后
で
あ
る
「
一
品 

当
き
さ
の
宮
」
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、
同
社
を
対
象
と
し
た
発
掘
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
境
内
に
お
い
て
採
集
さ
れ
た
埋
蔵
文
化
財
が
、
社
宝
の
一

部
と
し
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
大
場
一
九
四
三
、
内
川
・
深
澤
・
石
井
・
田
中
編
二
〇
一
一
）。
文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
に

平
田
篤
胤
が
著
し
た
『
白
濱
神
社
略
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、「（
文
化
九
年
：
引
用
者
註
）
九
月
中
に
、
五
社
の
御
正
躰
の
御
鏡
、
御
社
の
奥

山
に
是
有
る
よ
し
、
神
託
に
よ
り
て
尋
ね
入
り
し
處
、
果
し
て
老
松
の
本
に
霊
芝
を
生
じ
て
雨
露
を
防
ぎ
、
其
の
下
よ
り
神
鏡
五
面
を
掘

出
し
た
り
。」
と
言
う
。
こ
の
「
御
社
の
奥
山
」
と
は
、本
殿
裏
の
白
濱
神
社
境
内
遺
跡
古
宮
山
地
区
（
仮
称
）
に
当
た
る
も
の
と
思
わ
れ
、



15 考古学から見た三嶋神・三嶋大明神と『三宅記』

嘉
祿
元
（
一
二
二
五
）
年
銘
の
御
正
躰
一
面
、
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀
後
半
の
和
鏡
四
面
（
一
面
亡
失
）
に
、
双
孔
儀
鏡
一
点
を

加
え
た
鏡
類
が
、「
白
濱
大
明
神　

御
神
鏡
」
と
墨
書
さ
れ
た
宝
物
箱
に
遺
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
、
鍍
金
さ
れ
た
御
正
躰
に
は
、「
施
主

忌
部
能
次
／
嘉
祿
元
年
／
大
歳
／
十
二
月 

日
／
己
酉
／
若
宮
御
正
躰
」
の
線
刻
が
見
え
る
（
第
五
図
）。
ま
た
、
拝
殿
北
側
か
ら
は
、
墨

書
礫
三
点
と
、
北
宋
銭
二
点
（
亡
失
）
が
採
集
さ
れ
て
お
り
、
礫
石
経
塚
で
あ
る
白
濱
経
塚
（
仮
称
）
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

　

な
お
、
境
内
北
側
の
火
達
山
は
、
旧
暦
九
月
二
十
日
・
二
十
一
日
に
行
わ
れ
る
例
大
祭
の
前
夜
、
祭
儀
の
は
じ
ま
り
を
伊
豆
諸
島
の
神
々

に
告
げ
る
火
達
祭
の
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
西
麓
に
位
置
す
る
火
達
山
遺
跡
で
は
、
伊
豆
半
島
北
部
を
中
心
に
分
布
す
る
六
～
八
世
紀
の

駿
東
型
甕
や
、
十
一
～
十
二
世
紀
前
後
の
ロ
ク
ロ
成
形
さ
れ
た
土
師
質
土
器
な
ど
が
得
ら
れ
て
い
る
。
足
立
鍬
太
郎
氏
の
記
録
に
は
、「
此

處
（
火
達
山
下
：
引
用
者
註
）
は
往
古
年
々
幾
度
か
の
祭
典
に
用
ひ
た
土
器
を
棄
却
し
た
場
所
と
お
ぼ
し
く
、
約
三
尺
を
掘
れ
ば
無
数
に

破
片
を
得
ら
れ
る
。
中
に
は
糸
切
製
の
も
の
も
あ
る
に
よ
つ
て
鎌
倉
時
代
に
下
る
の
も
あ
ら
う
。
又
大
正
七
年
二
月
十
五
日
同
地
で
完
形

の
古
鉾
一
枚
を
拾
ひ
、
今
年
二
月
七
日
ま
た
同
質
の
鉄
片
を
得
た
。」
と
あ
り
（
足
立
一
九
二
〇
）、
供
献
具
の
散
布
状
況
が
窺
わ
れ
る
。

三
嶋
大
社
境
内
遺
跡

　
『
延
喜
式
』
所
載
の
伊
豆
三
嶋
神
社
で
あ
る
三
嶋
大
社
は
、
伊
豆
半
島
の
付
け
根
に
当
た
る
静
岡
県
三
島
市
、
黄
瀬
川
扇
状
地
の
南

端
に
所
在
す
る
。「
三
嶋
神
」
は
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
が
載
せ
る
大
同
元
（
八
〇
六
）
年
の
太
政
官
諜
に
、「
伊
豆
三
嶋
神　

十
三
戸 

伊
豆
国
。
宝
字
二
（
七
五
八
）
年
十
月
二
日
九
戸
。
同
十
二
月
四
戸
。」
と
あ
る
の
を
初
見
と
し
、
嘉
祥
三
（
八
五
〇
）
年
に
従
五
位
上

に
叙
さ
れ
た
。
神
階
は
、
阿
波
神
・
物
忌
奈
乃
神
・
伊
古
奈
比
咩
神
ら
と
共
に
順
次
累
進
し
て
い
く
。
延
長
五
（
九
二
七
）
年
奏
進
の
『
延

喜
式
』
神
名
帳
に
お
い
て
は
、
伊
豆
国
加
茂
郡
条
の
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
。
但
し
、
こ
こ
三
嶋
大
社
の
地
は
、
国
府
や
国
分
寺
な
ど
が
置

か
れ
た
田
方
郡
の
中
枢
で
あ
っ
て
、
賀
茂
郡
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
在
の
下
田
周
辺
に
当
た
る
賀
茂
郡
「
稲
梓
郷
」
が
「
大
社
郷
」
と

改
称
し
た
九
世
紀
頃
に
は
、
三
嶋
神
と
伊
古
奈
比
咩
神
を
祀
る
社
が
白
浜
付
近
に
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
平
家
に
対
す
る 
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挙
兵
を
決
意
し
た
源
頼
朝
は
、
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年
八
月
十
七
日
の
「
三
嶋
社
神
事
」
に
安
達
盛
長
を
遣
わ
し
て
奉
幣
し
、
そ
の
晩

に
目
代
山
木
兼
隆
の
館
を
襲
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
二
世
紀
の
段
階
で
は
国
府
付
近
の
現
在
地
に
三
嶋
神
社
が
迎
え
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
（
大
場
一
九
四
三
）。

　

考
古
学
的
に
は
、
境
内
東
側
の
第
1
地
点
（
客
殿
）・
第
2
地
点
（
社
務
所
）
と
、
西
側
の
第
3
地
点
（
宝
物
館
）
に
お
い
て
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
て
き
た
。
主
な
遺
構
は
、
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
を
中
心
と
す
る
か
わ
ら
け
廃
棄
土
坑
や
、
複
数
の
建
物
跡
や
溝
・
土
坑

な
ど
か
ら
な
る
。
そ
の
内
、
第
2
地
点
で
は
、
七
世
紀
後
半
の
竪
穴
建
物
跡
が
二
棟
確
認
さ
れ
て
お
り
、
当
地
に
祭
祀
空
間
が
展
開
す
る

以
前
の
様
子
を
窺
わ
せ
る
（
鈴
木
編
一
九
九
〇
）。
一
方
、
第
3
地
点
の
東
端
に
位
置
す
る
祭
祀
遺
構
は
、
長
径
一
ｍ
ほ
ど
の
巨
石
を
数

多
く
配
置
し
た
も
の
で
あ
り
（
辻
編
一
九
九
六
、
第
八
図
）、
舶
載
品
を
含
む
若
干
の
陶
磁
器
類
と
、
大
量
の
ロ
ク
ロ
か
わ
ら
け
や
、
少

量
の
白
色
系
か
わ
ら
け
な
ど
、
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
を
主
体
と
す
る
遺
物
が
伴
う
。
完
形
に
近
い
か
わ
ら
け
は
、
口
縁
部
を
上

に
し
た
状
態
で
出
土
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
儀
礼
行
為
が
行
わ
れ
た
状
態
が
、
そ
の
ま
ま
埋
没
し
て
い
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
東
に
位
置
す
る
長
径
約
一
〇
・
四
ｍ
×
短
経
約
四
・
〇
ｍ
の
第
1
号
土
坑
は
、
大
き
く
撹
乱
を
受
け
て
い
る
も
の
の
、
大
量
の

か
わ
ら
け
と
、
僅
か
な
輸
入
陶
磁
器
類
が
出
土
し
て
お
り
、
儀
礼
に
供
さ
れ
た
道
具
の
廃
棄
坑
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
三
、
三
嶋
信
仰
の
展
開
と
『
三
宅
記
』

　

以
上
、
伊
豆
諸
島
と
伊
豆
半
島
に
お
け
る
三
嶋
大
明
神
関
連
の
遺
跡
を
瞥
見
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
が
形
成
さ
れ
た
過
程
に
は
、

大
き
く
三
つ
の
画
期
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
内
、第
一
の
画
期
は
、噴
火
造
島
の
現
場
で
あ
る
島
嶼
部
に
て
「
三
嶋
神
」
の
国

家
的
祭
祀
が
開
始
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
あ
る
。
第
二
の
画
期
は
、地
方
に
対
す
る
国
家
的
な
神
祇
祭
祀
が
退
転
す
る
中
で
、 
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半
島
部
に
て
「
三
嶋
神
」
に
対
す
る
国
衙
祭
祀
の
拠
点
が
北
遷
し
て
い
く
と
と
も
に
、
本
地
を
薬
師
如
来
と
す
る
観
念
が
定
着
し
て
い
っ

た
九
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
頃
。
第
三
の
画
期
は
、
鎌
倉
将
軍
ら
が
箱
根
山
・
三
嶋
社
・
走
湯
山
に
参
詣
す
る
二
所
詣
な
ど
の
武
家
祭
祀
が

興
っ
た
一
方
、
三
宅
島
壬
生
神
主
家
を
核
と
す
る
縁
起
物
語
『
三
嶋
大
明
神
縁
起
』
の
世
界
観
が
萌
芽
し
、
新
た
な
宗
教
的
動
向
が
見
ら

れ
る
中
で
、「
三
嶋
大
明
神
」
に
対
す
る
伊
豆
地
域
の
ロ
ー
カ
ル
な
祭
祀
形
態
が
形
成
さ
れ
た
十
二
世
紀
前
後
に
あ
る
。

　
　
（
一
）
古
代
「
三
嶋
神
」
の
国
家
祭
祀
―
第
一
の
画
期
―

伊
豆
諸
島
に
お
け
る
神
祇
祭
祀
の
痕
跡

　

こ
こ
で
概
観
し
た
三
嶋
神
関
連
社
堂
境
内
遺
跡
の
内
、
七
世
紀
以
前
に
遡
る
埋
蔵
文
化
財
が
確
認
さ
れ
て
い
る
事
例
は
、
三
宅
島
富
賀

神
社
付
近
の
富
賀
浜
遺
跡
で
あ
っ
た
。
三
宅
島
に
お
け
る
高
塚
古
墳
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
古
墳
時
代
以
来
の
祭
祀
遺
物

は
、
古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
品
々
と
共
通
し
て
い
る
。
勿
論
、
先
述
し
た
富
賀
浜
採
集
の
金
環
や
玉
類
な
ど
を
、
直
ち
に
富
賀
神
社
の
淵
源

を
示
す
根
拠
と
看
做
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
同
社
境
内
周
辺
が
古
く
か
ら
の
祭
祀
空
間
で
あ
っ
た
事
実
は
疑
い
な
い
。

　

但
し
、七
世
紀
後
半
の
伊
豆
諸
島
で
は
、大
島
の
和
泉
浜
遺
跡
Ｃ
地
点
の
よ
う
に
、土
師
器
・
須
恵
器
の
ほ
か
、鉄
製
武
器
・
武
具
や
、鈴
釧
・

玉
類
な
ど
の
装
身
具
に
加
え
、
短
冊
形
の
金
・
銀
製
品
と
い
っ
た
、
在
地
首
長
の
独
力
で
は
入
手
し
得
な
い
幣
帛
類
を
捧
げ
た
事
例
も
現

れ
て
い
る
（
内
川
・
山
本
編
一
九
九
五
）。
続
く
八
世
紀
に
は
、
式
根
島
の
吹
之
江
遺
跡
・
吹
之
江
東
遺
跡
で
も
（
𠮷
田
ほ
か
一
九
八
七
、

𠮷
田
・
前
田
編
一
九
八
七
）、
土
師
器
・
須
恵
器
に
加
え
て
直
刀
・
鏡
形
鉄
製
品
な
ど
を
奉
げ
た
痕
跡
や
、
立
石
な
ど
を
伴
う
祭
祀
遺
構

が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
伊
豆
諸
島
の
現
地
に
お
け
る
公
的
な
祭
祀
行
為
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

噴
火
造
島
の
神
「
三
嶋
神
」
と
三
宅
島

　

こ
れ
ら
の
事
例
と
時
期
的
に
並
行
す
る
記
録
と
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
三
（
六
八
四
）
年
十
月
条
に
、「
伊
豆
嶋
西
北
二
面
、
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自
然
増
益
、
三
百
餘
丈
、
更
為
一
嶋
。
則
如
鼓
音
者
、
神
造
是
嶋
響
也
。」
と
見
え
、
未
だ
「
三
嶋
神
」
の
名
は
現
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

白
鳳
大
地
震
に
伴
う
伊
豆
諸
島
の
火
山
活
動
を
、
神
の
業
と
看
做
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、「
三
嶋
神
」
に
合
計
十
三
戸
の

神
戸
が
与
え
ら
れ
た
天
平
宝
字
二
（
七
五
八
）
年
ま
で
に
は
、『
三
宅
記
』
が
噴
火
造
島
神
と
し
て
も
描
い
た
三
嶋
大
明
神
の
原
型
が
認

識
さ
れ
、
か
つ
国
家
的
な
神
祇
祭
祀
の
対
象
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、『
三
宅
記
』
に
三
嶋
大
明
神
の
「
宮
」
が
置
か
れ
た
と
あ
る
三
宅
島
「
あ
こ
」
が
、
遡
っ
て
古
代
の
国
家
的
祭
祀
の
場
で
あ
っ
た 

こ
と
を
示
す
有
力
な
資
料
と
し
て
は
、
富
賀
浜
採
集
の
奈
良
三
彩
や
、
カ
ツ
オ
加
工
品
の
貢
納
に
関
わ
る
堝
形
土
器
を
取
り
上
げ
て
お
き

た
い
。
と
り
わ
け
唐
三
彩
に
倣
っ
た
奈
良
三
彩
は
、
八
世
紀
代
を
中
心
に
製
作
さ
れ
た
本
邦
初
の
施
釉
陶
器
で
あ
り
、
官
衙
・
寺
院
跡
や
、 

祭
祀
遺
跡
の
出
土
例
が
顕
著
な
こ
と
か
ら
、
国
家
的
な
仏
事
・
神
事
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
福
岡
県
宗
像
市
の
沖
ノ
島
、

岡
山
県
笠
岡
市
の
大
飛
島
、
三
重
県
鳥
羽
市
の
神
島
な
ど
、
三
宅
島
と
同
様
な
海
島
に
所
在
す
る
祭
祀
遺
跡
か
ら
も
、
多
数
の
祭
祀
遺
物

と
共
に
奈
良
三
彩
が
出
土
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
玄
界
灘
・
瀬
戸
内
海
・
伊
勢
湾
と
い
っ
た
、
国
内
外
に
向
け
た
重
要
な
航
路
上
に
位
置

す
る
。
こ
の
よ
う
な
富
賀
浜
に
近
い
富
賀
神
社
の
境
内
で
は
、
同
時
期
の
須
恵
器
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
社
の
濫
觴
を

七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
後
に
見
積
も
っ
て
も
大
過
無
か
ろ
う
。
三
宅
島
や
富
賀
神
社
に
つ
い
て
、
三
嶋
大
明
神
の
本
宮
と
主
張
す
る

『
三
宅
記
』
な
ど
の
言
説
が
、一
定
の
説
得
力
を
以
て
迎
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、か
か
る
前
代
以
来
の
歴
史
的
脈
絡
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
二
）「
三
嶋
神
」
の
国
衙
祭
祀
と
神
仏
習
合
―
第
二
の
画
期
―

北
遷
す
る
国
衙
祭
祀

　

そ
の
後
の
三
嶋
大
明
神
関
連
社
堂
境
内
遺
跡
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
九
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
頃
ま
で
の
埋
蔵
文
化
財
に
乏
し
く
、
再
び
顕

著
と
な
る
考
古
資
料
は
十
二
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
既
に
見
て
き
た
通
り
、
か
か
る
傾
向
は
、
各
社
堂
の
周
辺
に
て
発
掘
・
採
集
さ



19 考古学から見た三嶋神・三嶋大明神と『三宅記』

れ
た
遺
物
は
勿
論
、
伝
世
考
古
資
料
も
含
め
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
。
伊
豆
半
島
に
あ
っ
て
は
、
九
世
紀
頃
ま
で
に
白
濱
神
社
、
十
二

世
紀
後
半
以
前
に
三
嶋
大
社
境
内
の
祭
祀
空
間
が
整
備
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
見
通
し
を
裏
付
け
る
埋
蔵
文
化
財
は
充
分
で
な

く
、
今
の
と
こ
ろ
考
古
学
的
な
追
認
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

静
岡
県
下
田
市
白
浜
の
白
濱
神
社
は
、
后
神
を
祀
る
式
内
伊
古
奈
比
咩
命
神
社
で
あ
り
、
三
嶋
大
社
の
本
宮
と
し
て
「
古
宮
山
大
明
神
」

と
も
呼
ば
れ
た
。『
和
名
抄
』
の
記
述
に
よ
っ
て
現
在
の
下
田
周
辺
に
当
た
る
賀
茂
郡
「
稲
梓
郷
」
が
「
大
社
郷
」
と
改
称
さ
れ
た
と
推

定
さ
れ
る
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
、
伊
豆
の
火
山
島
群
を
遥
拝
す
る
空
間
が
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
火
達
山
は
、

旧
暦
九
月
の
大
祭
前
夜
、
祭
儀
の
は
じ
ま
り
を
伊
豆
諸
島
の
神
々
に
告
げ
る
火
達
祭
の
場
で
あ
っ
た
が
、
西
麓
に
位
置
す
る
火
達
山
遺
跡

で
は
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
頃
の
ロ
ク
ロ
成
形
さ
れ
た
土
師
質
土
器
な
ど
が
多
数
得
ら
れ
て
い
る
。
静
岡
県
三
島
市
大
宮
町
の
三
嶋

大
社
は
、
即
ち
伊
豆
三
嶋
神
社
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
な
ど
に
見
る
通
り
、
賀
茂
郡
に
存
し
た
三
嶋
社
が
、
十
二
世
紀
頃
ま
で
に
田
方
郡

小
河
郷
の
国
府
附
近
に
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ば
伊
豆
国
の
国
府
総
社
の
よ
う
な
機
能
を
期
待
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
境
内
の
発
掘
調
査
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
十
三
世
紀
以
前
に
遡
る
状
況
は
詳
ら
か
で
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
三
嶋
神
が
北
遷
し
て
ゆ
く
様
は
、
国
司
巡
拝
等
に
お
け
る
便
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
斯
様
な
見
通
し
を
裏
付
け

る
考
古
学
的
裏
付
け
は
充
分
で
な
い
が
、
む
し
ろ
九
世
紀
以
降
、
朝
廷
の
直
接
的
な
祭
祀
対
象
が
畿
内
周
辺
に
縮
小
し
て
い
く
傾
向
に
も

応
じ
た
も
の
と
解
し
て
お
こ
う
。

本
地
と
し
て
の
薬
師
如
来

　

一
方
、
三
宅
島
に
お
い
て
は
、
古
代
以
来
の
祭
祀
空
間
で
あ
る
富
賀
神
社
に
加
え
、
御
笏
神
社
と
薬
師
堂
、
或
い
は
そ
の
前
身
施
設
が

十
二
世
紀
後
半
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
、
三
島
大
明
神
・
御
子
神
を
祀
る
社
と
、
噴
火
造
島
の
神
が
も
た
ら
し
た
災

害
を
慰
撫
す
る
本
地
薬
師
如
来
（
田
島
二
〇
一
九
）
を
祀
る
薬
師
堂
の
セ
ッ
ト
関
係
は
、『
三
宅
記
』
に
殆
ど
関
連
記
事
の
見
ら
れ
な
い 
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利
島
に
お
い
て
も
、
三
嶋
大
明
神
・
預
大
明
神
を
祀
る
阿
豆
佐
和
気
命
神
社
の
境
内
遺
跡
と
、
薬
師
堂
跡
で
あ
る
堂
ノ
山
神
社
境
内
遺
跡

の
関
係
に
見
出
さ
れ
る
。
埋
蔵
文
化
財
以
外
に
も
目
を
向
け
る
と
、
三
宅
島
の
薬
師
堂
・
御
祭
神
社
で
は
、
遡
っ
て
平
安
時
代
の
所
産
と

見
ら
れ
る
薬
師
如
来
像
や
、
神
像
の
残
欠
が
伝
世
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
津
島
の
物
忌
奈
命
神
社
に
隣
接
す
る
薬
王
殿
や
、「
蔵
王
権
現

薬
師
十
二
神
」
と
呼
ば
れ
る
伊
豆
大
島
の
薬
師
堂
に
も
、
同
様
の
木
造
仏
群
が
納
め
ら
れ
て
い
た
（
内
川
二
〇
〇
〇
）。
従
っ
て
、
こ
れ

ら
の
社
堂
で
は
、
発
掘
調
査
に
よ
る
建
築
遺
構
の
確
認
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
早
い
段
階
か
ら
神
像
・
仏
像
を
祀
っ
た
建
築
物

が
伴
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
既
に
十
二
世
紀
後
半
ま
で
の
段
階
で
、
後
の
『
三
宅
記
』
に
結
実
す
る
本
地
垂
迹
観
が
、

伊
豆
諸
島
各
地
に
定
着
し
て
い
た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
三
）「
三
島
大
明
神
」
像
の
分
化
と
『
三
宅
記
』

武
家
祭
祀
と
島
嶼
部
の
ま
つ
り

　

先
述
し
た
通
り
、
三
嶋
大
社
境
内
遺
跡
の
祭
祀
遺
構
で
は
、
十
三
世
紀
後
半
を
中
心
と
す
る
遺
物
群
に
、
僅
か
な
が
ら
白
色
系
か
わ

ら
け
が
伴
っ
て
い
た
。
か
わ
ら
け
自
体
、
そ
も
そ
も
再
利
用
を
前
提
と
し
な
い
饗
宴
・
儀
礼
用
の
器
で
あ
っ
た
が
、
殊
に
京
の
製
品
を

模
し
た
白
色
系
か
わ
ら
け
は
、
鎌
倉
将
軍
に
よ
る
二
所
詣
が
行
わ
れ
た
箱
根
権
現
・
走
湯
権
現
の
関
連
遺
跡
や
、
北
条
氏
館
で
あ
っ

た
伊
豆
の
国
市
御
所
之
内
遺
で
も
出
土
し
て
お
り
、
鎌
倉
幕
府
・
北
条
氏
と
の
強
い
結
び
付
き
を
示
唆
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
池
谷

二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
）。
実
際
、
三
嶋
社
は
、
そ
の
後
も
足
利
氏
・
後
北
条
氏
や
、
歴
代
の
徳
川
将
軍
な
ど
、
東
国
を
押
さ
え
た
有
力

者
層
の
尊
崇
を
受
け
て
い
っ
た
。

　

片
や
、
十
二
世
紀
後
半
以
降
の
伊
豆
諸
島
で
は
、
利
島
の
阿
豆
佐
和
気
命
神
社
境
内
遺
跡
例
と
堂
ノ
山
神
社
境
内
遺
跡
例
が
端
的
に
示

し
て
い
る
よ
う
に
、
小
規
模
な
集
石
や
立
石
な
ど
を
対
象
と
し
て
、
多
数
の
鏡
・
金
属
製
品
・
陶
磁
器
類
を
供
献
す
る
祭
祀
形
態
が
近
世



21 考古学から見た三嶋神・三嶋大明神と『三宅記』

ま
で
続
い
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
祭
祀
行
為
は
、
三
嶋
大
明
神
関
連
社
堂
の
境
内
遺
跡
の
み
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
南
部
伊
豆
諸

島
の
三
宅
島
・
御
蔵
島
・
八
丈
島
・
八
丈
小
島
・
青
ヶ
島
で
は
、
考
古
学
的
に
確
認
さ
れ
る
積
石
遺
構
や
、
今
日
も
祭
祀
対
象
と
な
っ
て

い
る
屋
敷
神
な
ど
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
（
石
井
・
深
澤
編
二
〇
一
二
、
深
澤
・
石
井
編
二
〇
一
〇
）。
と
り
わ
け
、
三
宅
島
や
八
丈

島
で
は
、
中
近
世
遺
物
を
伴
う
積
石
遺
構
が
多
数
存
在
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
外
形
上
は
近
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
墓
な
の
か
、

或
い
は
屋
敷
神
な
ど
の
信
仰
対
象
な
の
か
直
ち
に
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
発
掘
調
査
事
例
が
少
な
い
た
め
、
積
石
遺
構
や
、

和
鏡
を
伴
う
信
仰
形
態
が
展
開
し
た
過
程
に
つ
い
て
も
充
分
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
走
湯
権
現
の

よ
う
な
霊
場
や
、
三
嶋
社
の
よ
う
な
聖
地
の
形
成
が
進
ん
だ
十
二
世
紀
に
は
、
伊
豆
半
島
に
お
い
て
多
数
の
経
塚
が
営
ま
れ
る
と
と
も
に

（
勝
又
二
〇
〇
三
）、
経
塚
の
副
納
品
や
、
中
世
墓
の
副
葬
品
に
も
用
い
ら
れ
た
和
鏡
が
、
大
量
に
伊
豆
諸
島
へ
持
ち
込
ま
れ
始
め
た
（
永

峯
・
青
木
・
川
崎
・
内
川
一
九
九
三
）。
か
か
る
動
向
の
中
で
、
伊
豆
諸
島
の
人
々
は
、
神
々
に
対
す
る
祭
祀
と
、
死
者
へ
の
弔
い
に
当
た
っ

て
、
板
状
節
理
片
や
海
岸
転
石
を
用
い
た
積
石
・
集
石
を
営
み
、
経
塚
副
納
品
や
副
葬
品
と
共
通
す
る
和
鏡
な
ど
の
品
々
を
奉
げ
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
、
神
仏
と
祖
霊
の
間
に
、
画
然
た
る
隔
た
り
を
認
め
な
い
霊
魂
観
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

『
三
宅
記
』
的
世
界
観
の
形
成

　

こ
の
よ
う
に
、
三
嶋
社
が
有
力
者
層
の
崇
敬
を
集
め
る
一
方
、
伊
豆
諸
島
で
は
在
地
の
独
特
な
信
仰
形
態
が
生
ま
れ
、
近
世
ま
で
維

持
さ
れ
て
い
く
。
実
際
、
か
つ
て
富
賀
神
社
の
経
堂
に
納
め
ら
れ
て
い
た
経
巻
類
の
内
、
北
朝
応
安
三
（
一
三
七
〇
）
年
の
『
大
方
広

仏
華
厳
経
』
巻
第
一
（
焼
失
）
に
、「
三
嶋
本
社
富
賀
大
明
神
宝
殿
」
へ
寄
進
す
る
と
の
識
語
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（
稲
村
・
豊
島

一
九
五
八
）、
少
な
く
と
も
十
四
世
紀
半
ば
前
後
に
は
、
同
社
を
三
嶋
大
明
神
の
本
宮
と
看
做
す
立
場
が
あ
っ
た
。
同
じ
「
三
嶋
大
明
神
」

の
名
で
呼
ば
れ
る
神
で
は
あ
る
が
、『
三
宅
記
』
に
結
実
す
る
「
三
嶋
大
明
神
」
観
は
、
こ
こ
に
見
て
き
た
歴
史
的
経
緯
の
中
で
徐
々
に

形
成
さ
れ
、
今
日
も
な
お
伊
豆
諸
島
の
民
俗
信
仰
に
根
を
張
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
、
白
濱
神
社
境
内
遺
跡
古
宮
山
地
区
か
ら
出
土
し
た
嘉
祿
元
（
一
二
二
五
）
年
銘
の
御
正
躰
に
は
、「
若
宮
」
の
名
が
刻

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
（
第
五
図
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
若
宮
」
に
つ
い
て
は
、
若
宮
八
幡
を
指
す
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
。
し
か
し
、
前
近
代
に
白
濱
神
社
の
末
社
で
あ
っ
た
若
宮
八
幡
宮
は
、
そ
も
そ
も
社
人
が
境
外
に
祀
っ
て
い
た
小
祠
で
あ
る
（
大
場

一
九
四
三
）。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
同
銘
文
に
見
え
る
神
名
は
、
三
嶋
大
明
神
の
眷
属
神
「
若
宮
」
と
考
え
る
の
が
妥
当
あ
ろ
う
。
先

に
触
れ
た
康
永
二
（
一
三
四
三
）
年
の
奥
書
を
持
つ
『
伊
豆
国
神
階
帳
』
に
も
、
新
島
に
坐
す
「
み
ち
の
く
の
大
后
」
の
御
子
と
共
通
す

る
「
第
三
王
子
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
の
段
階
で
、『
三
宅
記
』
所
載
の
神
々
が
確
認
で
き
る
事

実
は
興
味
深
い
。

民
俗
誌
と
し
て
の
『
三
宅
記
』―
残
さ
れ
た
課
題
―

　

と
こ
ろ
で
、『
三
宅
記
』
に
登
場
す
る
神
々
は
、
死
し
て
石
神
に
な
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
石
神
へ
の
化
身
譚
は
、
箱
根
・
走
湯
の

説
話
で
あ
る
『
神
道
集
』
所
載
「
二
所
権
現
事
」
に
も
見
え
、
こ
こ
で
殊
更
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
疑
念
を
抱
く
向
き
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、 

三
嶋
大
明
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
御
代
官
た
る
壬
生
家
代
々
の
レ
ガ
リ
ア
で
も
あ
る
「
石
の
し
ゃ
く
」
は
、
御
笏
神
社
の
御
神
体 

（
御
石
神
か
？
）
と
な
っ
て
い
る
。
富
賀
神
社
で
は
、
大
型
の
火
山
弾
を
「
三
嶋
様
」
と
呼
ん
で
敬
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
南
部
伊
豆 

諸
島
の
島
々
で
は
、
む
し
ろ
在
地
の
人
々
が
特
別
に
意
識
し
な
い
ほ
ど
、
集
石
・
立
石
が
神
社
境
内
や
屋
敷
内
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
く
、『
三
宅
記
』
的
な
世
界
観
と
、
考
古
学
・
民
俗
学
的
に
把
握
さ
れ
る
資
料
の
実
態
が
、
全
く
無

関
係
な
状
態
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

ま
た
、
様
々
な
読
み
方
の
で
き
る
『
三
宅
記
』
は
、
三
嶋
大
明
神
／
箱
根
の
三
姉
妹
が
、
蛇
／
鳥
と
な
っ
て
水
底
／
山
上
へ
追
わ
れ 

る
が
、
自
然
神
・
水
神
で
あ
る
蛇
と
同
化
し
／
蛇
を
切
り
、
島
を
作
る
／
村
を
分
割
す
る
、
と
い
う
島
々
の
起
源
神
話
と
、
三
宅
島
の
村

落
創
成
神
話
で
も
あ
る
（
深
澤
二
〇
〇
九
）。
そ
こ
で
起
源
が
語
ら
れ
て
い
る
三
宅
島
の
集
落
は
、
伊
豆
・
神
着
・
坪
田
・
阿
古
の
四
村
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で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
三
宅
島
に
伝
わ
る
神
楽
歌
に
も
、「
四
郷
」・「
四
つ
の
里
さ
と
」
が
歌
わ
れ
て
お
り
（
本
田
・
宮
尾
一
九
五
八

ほ
か
）、
こ
れ
ら
の
物
語
や
芸
能
は
、
何
れ
も
伊
豆
と
阿
古
の
間
に
伊
ヶ
谷
集
落
が
形
成
さ
れ
る
前
、
即
ち
中
世
の
所
産
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
つ
ま
り
、『
三
宅
記
』
の
存
在
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
な
ら
ば
共
時
性
を
担
保
し
得
な
い
民
俗
芸
能
と
考
古
資
料
を
、

同
時
代
資
料
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
主
に
三
嶋
大
明
神
関
連
社
堂
の
展
開
過
程
を
概
観

す
る
作
業
を
通
し
て
、『
三
宅
記
』
的
世
界
観
の
形
成
に
つ
い
て
窺
っ
て
き
た
が
、
今
後
は
民
俗
考
古
学
的
な
観
点
も
含
め
た
新
し
い
研

究
の
理
論
化
と
、
実
践
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

謝
辞

　

本
稿
は
、
去
る
二
〇
一
二
年
に
脱
稿
済
み
で
あ
っ
た
も
の
の
、
故
あ
っ
て
発
表
の
機
を
逸
し
て
い
た
「
考
古
学
か
ら
見
た
『
三
宅
記
』」
を
元
に
し
て 

い
る
。
今
さ
ら
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
先
ん
じ
て
要
約
を
発
表
し
て
し
ま
っ
た
の
で
（
深
澤
二
〇
二
三
）、
多
少
の
手
直
し
を
施
し
た
上
で
全
文
を
公
に

し
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
三
嶋
信
仰
の
画
期
を
二
段
階
か
ら
三
段
階
へ
と
変
更
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
十
三
年
に
及
ぶ
研
究
の
進
捗
に
つ
い
て
は
、

殆
ど
反
映
で
き
て
い
な
い
（
田
島
二
〇
一
九
ほ
か
）。
ご
容
赦
を
乞
う
と
と
も
に
、
別
稿
を
期
す
次
第
で
あ
る
。

　

擱
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
ぼ
く
を
三
宅
島
へ
誘
っ
て
く
れ
た
故
𠮷
田
惠
二
先
生
、
伊
豆
研
究
の
先
達
で
あ
る
内
川
隆
志
先
生
、
そ
し
て
『
三
宅
記
』
を
考

古
学
的
に
評
価
し
て
み
て
は
ど
う
か
と
示
唆
し
て
下
さ
っ
た
三
橋
健
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
お
三
方
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
、
ぼ
く
が
三
嶋
さ
ん

と
相
見
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
ま
た
、
現
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
三
宅
島
の
壬
生
明
彦
名
誉
宮
司
、
壬
生
貴
則
宮
司
、
壬
生
友
子
権
禰
宜
、

伊
古
奈
比
咩
命
神
社
（
白
濱
神
社
）
の
原
嘉
孝
宮
司
に
暖
か
く
迎
え
て
頂
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
〇
二
四
年
度
末
を
も
っ
て
、
同
僚
の
吉
永
博
彰
さ

ん
が
一
先
ず
助
教
の
任
期
を
終
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
吉
永
さ
ん
と
の
議
論
の
成
果
は
、
ま
だ
充
分
咀
嚼
で
き
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
と
も
に
三
嶋

さ
ん
を
愛
す
る
良
き
相
棒
と
の
友
情
に
本
稿
を
奉
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
益
々
の
ご
活
躍
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
。
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川
隆
志
・
須
藤
友
章
編　

二
〇
〇
五
『
阿
豆
佐
和
気
命
神
社
境
内
祭
祀
遺
跡
』
利
島
村
教
育
委
員
会
・
國
學
院
大
學
海
洋

信
仰
研
究
会

　

阿
部
美
香　

二
〇
〇
〇
「
本
地
物
語
と
し
て
の
『
三
宅
記
』
に
つ
い
て
」『
文
化
史
研
究
』
四　

昭
和
女
子
大
学

　

阿
部
美
香　

 

二
〇
〇
一
「
本
地
物
語
と
し
て
の
『
三
嶋
大
明
神
縁
起
』―
そ
の
成
立
と
機
能
―
」『
説
話
・
伝
承
学
』
九　

説
話
・
伝
承

学
会

　

足
立
鍬
太
郎　

一
九
二
〇
「
白
濱
神
社
祭
神
論 

附
來
宮
子
神
考
」『
國
學
院
雑
誌
』
第
二
六
巻
第
六
号
・
第
七
号

　

伊
木
寿
一　

 

一
九
五
八
「
三
宅
・
御
蔵
両
島
古
文
書
類
調
査
報
告
」『
伊
豆
諸
島
文
化
財
総
合
調
査
報
告
』
第
一
分
冊　

東
京
都
教
育

委
員
会

　

池
谷
初
恵　

二
〇
〇
四
「
東
国
境
界
域
の
白
い
か
わ
ら
け
」『
中
世
東
国
の
世
界
2
』　

高
志
書
院

　

池
谷
初
恵　

 

二
〇
〇
五
「
伊
豆
国
に
お
け
る
白
色
系
か
わ
ら
け
に
つ
い
て　

そ
の
2
―
二
所
詣
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」『
静
岡
県
考
古

学
研
究
』
三
七　

静
岡
県
考
古
学
会

　

石
井
匠
・
深 

澤
太
郎
編　

二
〇
一
二
「
八
丈
島
・
青
ヶ
島
に
お
け
る
「
イ
シ
バ
」
の
基
礎
的
研
究
」『
研
究
紀
要
』
第
四
号　

國
學
院

大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

　

稲
村
坦
元
・
金
山
正
好　

一
九
五
九
「
社
寺
史
跡
史
料
」『
伊
豆
諸
島
文
化
財
総
合
調
査
報
告
』
第
二
分
冊　

東
京
都
教
育
委
員
会

　

稲
村
坦
元
・ 

豊
島
寛
彰　

一
九
五
八
「
三
宅
御
蔵
島
の
社
寺
史
跡
そ
の
他
」『
伊
豆
諸
島
文
化
財
総
合
調
査
報
告
』
第
一
分
冊　

東
京
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都
教
育
委
員
会

　

内
川
隆
志　

二
〇
〇
〇
「
奈
良
・
平
安
時
代
」『
大
島
町
史
』
通
史
編　

大
島
町
史
編
さ
ん
委
員
会

　

内
川
隆
志
・ 

惟
村
志　

一
九
九
四
「
伊
豆
諸
島
の
中
世
陶
器
―
渥
美
窯
・
常
滑
窯
の
製
品
を
中
心
と
し
た
新
資
料
―
」『
紀
要
』
第
十

輯　

國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館

　

内
川
隆
志
・ 
山
本
哲
也
編　

一
九
九
五
「
伊
豆
大
島
和
泉
浜
遺
跡
Ｃ
地
点
―
第
2
次
・
3
次
調
査
の
概
要
―
」『
紀
要
』
第
十
二
輯　

國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館

　

内
川
隆
志
・ 

深
澤
太
郎
・
石
井
匠
・
田
中
大
輔
編　

二
〇
一
一
「
白
濱
神
社
所
蔵
考
古
資
料
調
査
報
告
」『
研
究
紀
要
』
第
三
号　

國

學
院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

　

大
場
磐
雄　

一
九
四
三
『
伊
古
奈
比
咩
命
神
社
』　

伊
古
奈
比
咩
命
神
社
々
務
所

　

勝
又
直
人　

二
〇
〇
三
「
伊
豆
国
の
経
塚
―
周
辺
の
国
々
と
比
較
し
て
―
」『
中
世
の
祭
祀
と
信
仰
』
静
岡
県
考
古
学
会

　

加
藤
貴
・
西
脇
康
編　

一
九
九
六
「
文
献
史
料
に
み
る
利
島
」『
利
島
村
史
』
研
究
・
資
料
編　

利
島
村

　

郷
田
洋
文　

一
九
五
九　
「
ム
ラ
人
の
信
仰
生
活
」『
伊
豆
諸
島
文
化
財
総
合
調
査
報
告
書
』
第
二
分
冊　

東
京
都
教
育
委
員
会

　

鈴
木
敏
中
編　

一
九
九
〇
『
三
嶋
大
社
境
内
遺
跡
』
Ⅰ　

三
島
市
教
育
委
員
会

　

辻
真
人
編　

一
九
九
七
『
三
嶋
大
社
境
内
遺
跡
第
3
地
点
』
三
島
市
教
育
委
員
会

　

田
島
整　

二 

〇
一
九
「
静
岡
県
河
津
町
・
南
禅
寺
の
平
安
時
代
仏
像
群
に
つ
い
て
―
尊
像
構
成
か
ら
見
た
そ
の
性
格
―
」『
年
報
』
第

37
号　

鹿
島
美
術
財
団

　

時
枝
務　

二
〇
〇
一
「
近
代
国
家
と
考
古
学
―「
埋
蔵
物
録
」
の
考
古
学
史
的
研
究
―
」『
紀
要
』
第
三
六
号　

東
京
国
立
博
物
館
紀
要

　

土
岐
昌
訓　

一
九
八
一
「
三
嶋
大
明
神
縁
起
の
成
立
背
景
」『
神
道
宗
教
』
第
一
〇
五
号　

神
道
宗
教
学
会
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永
峯
光
一
編　

一
九
八
〇
『
東
京
都
島
嶼
地
域
遺
跡
分
布
調
査
報
告
書
』
大
島
・
三
宅
島　

東
京
都
島
嶼
地
域
遺
跡
分
布
調
査
団

　

永
峯
光
一
・ 

青
木
豊
・
川
崎
義
雄
・
内
川
隆
志　

一
九
九
三
「
増
補
伊
豆
諸
島
出
土
・
伝
世
和
鏡
基
礎
集
成
」『
紀
要
』
第
八
輯　

國

學
院
大
學
考
古
学
資
料
館

　

橋
口
尚
武
編　

一
九
七
五
『
三
宅
島
の
埋
蔵
文
化
財
』　

伊
豆
諸
島
考
古
学
研
究
会

　

橋
口
尚
武　

一
九
八
八
『
島
の
考
古
学
』　

東
京
大
学
出
版
会

　

波
多
野
純　

一
九
九
六
「
阿
豆
佐
和
氣
命
神
社
旧
本
殿
」『
利
島
村
史
』
研
究
・
資
料
編　

利
島
村

　

廣
瀬
進
吾　

一
九
八
七
『
三
宅
島
史
考
』

　

深
澤
太
郎　

 

二
〇
〇
九
「
三
嶋
神
と
『
三
宅
記
』
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
―
三
宅
島
の
中
世
積
石
塚
と
石
神
信
仰
―
」『
研
究
紀
要
』
第

一
号　

國
學
院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

　

深
澤
太
郎　

 

二
〇
一
〇
「
三
嶋
大
明
神
と
「
薬
師
堂
」
の
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
―
東
京
都
利
島
堂
ノ
山
神
社
境
内
祭
祀
遺
跡
の
性
格
を 

め
ぐ
っ
て
―
」『
研
究
紀
要
』
第
二
号　

國
學
院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

　

深
澤
太
郎
・ 

石
井
匠
編　

二
〇
一
〇
「
三
宅
島
積
石
信
仰
関
連
遺
跡
分
布
調
査
報
告
」『
研
究
紀
要
』
第
二
号　

國
學
院
大
學
伝
統
文

化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

　

深
澤
太
郎　

 

二
〇
二
三
「
考
古
学
か
ら
見
た
三
嶋
神
・
三
嶋
大
明
神
」『
三
嶋
の
神
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
―
焼
き
出
さ
れ
た
伊
豆
の
島
々
―
』

國
學
院
大
學
博
物
館

　

福
田
健
司　

一
九
八
九
「
三
宅
島
・
八
丈
島
出
土
の
壺
」『
学
芸
研
究
紀
要
』
第
六
集　

東
京
都
教
育
委
員
会

　

本
田
安
次
・ 

宮
尾
重
男　

一
九
五
八
「
島
の
芸
能
―
三
宅
・
御
蔵
―
」『
伊
豆
諸
島
文
化
財
総
合
調
査
報
告
』
第
一
分
冊　

東
京
都
教

育
委
員
会
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丸
尾
彰
三
郎　

一
九
五
八
「
三
宅
御
蔵
島
の
彫
刻
」『
伊
豆
諸
島
文
化
財
総
合
調
査
報
告
』
第
一
分
冊　

東
京
都
教
育
委
員
会

　

水
野
敬
三
郎 

・
副
島
弘
道
・
瀬
山
里
志
・
柴
田
泉
ほ
か　

二
〇
〇
四
「
彫
刻
編
」『
東
京
都
神
津
島
進
行
関
連
文
化
財
集
中
調
査
報 

告
書
』　

東
京
都
教
育
委
員
会

　

三
橋
健　

一
九
七
八
「
三
嶋
大
明
神
縁
起
」『
紀
要
』
第
十
六
号　

國
學
院
大
學

　

三
橋
健　

一
九
八
一　
「
阿
米
都
〔
和
〕
氣
命
神
社
」『
式
内
社
調
査
報
告
』
十　

式
内
社
研
究
会

　

三
橋
健
編　

一
九
九
九
『
国
内
神
名
帳
の
研
究　

資
料
編
』
お
う
ふ
う

　

三
宅
村
教
育
委
員
会
編　

二
〇
〇
八
『
三
宅
村
郷
土
資
料
館
』（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）　

三
宅
島
郷
土
資
料
館

　

宮
崎
亮
一
編　

二
〇
〇
〇
『
大
宰
府
条
坊
XV
―
陶
磁
器
分
類
編
―
』
太
宰
府
市
教
育
委
員
会

　

横
田
賢
次
郎 

・
森
田
勉　

一
九
七
八
「
太
宰
府
出
土
の
輸
入
中
国
陶
磁
に
つ
い
て
―
型
式
分
類
と
編
年
を
中
心
に
し
て
―
」『
研
究
論
集
』

四　

九
州
歴
史
資
料
館

　

𠮷
田
恵
二
編　

一
九
八
二
『
中
郷
遺
跡
』
國
學
院
大
學
考
古
学
研
究
室

　

𠮷
田
恵
二
ほ
か　

一
九
八
七
『
吹
之
江
遺
跡
』
新
島
本
村
教
育
委
員
会　

　

𠮷
田
恵
二
・
前
田
光
雄
編　

一
九
八
七
『
吹
之
江
東
遺
跡
』
東
京
都
教
育
委
員
会




